
3300-001 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S24.12.26 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 身体障害者手帳交付に関する事務 

事 務 の 目 的 
障害者手帳交付申請を受付し、交付が認められた場合、障害者手帳を交付するもの。障害
者手帳は、一定の障がいのある人に対して各種サービスの支援を受けやすくするもの。 

事 務 の 概 要 

身体障害者手帳交付申請書、医師の診断書及び意見書、身体障がい者の顔写真等をもっ
て申請を受付し、千葉県に進達を行う。千葉県の判定において身体障害者手帳の交付が
認められた申請者に対し、千葉県が作成した身体障害者手帳を、野田市を経由して交付
する。 
千葉県の判定において、交付が認められない場合も、その旨を、野田市を経由して通知す
る。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の場合、保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 ■ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：重度心身障害医者医療費助成に関する事務  

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：障害者等支援施設等通所者交通費助成に関す

る事務  

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：放送受信料免除申請に係る証明書交付に関す

る事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：意思疎通支援者派遣事業に関する業務    

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市木造住宅耐震診断費及び耐震改修工事

費補助金交付事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：生活保護法施行事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：避難行動要支援者支援事業に関する事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：成年後見制度利用支援事業に関する事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：家庭児童相談関係事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：育児支援家庭訪問事業事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市要保護児童対策地域協議会保護児童対

策調整機関事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用

事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務 

主な提供項目（障害の情報）  

■ 市の機関又は議会（教育委員会   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：身体障害者手帳交付に関する事務ファイル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-002 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S35.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 療育手帳交付に関する事務 

事 務 の 目 的 
障害者手帳交付申請を受付し、交付が認められた場合、障害者手帳を交付するもの。障害
者手帳は、一定の障がいのある人に対して各種サービスの支援を受けやすくするもの。
（知的障がいは、一貫した指導・相談を行うものです。） 

事 務 の 概 要 

療育手帳交付申請書、顔写真等をもって申請を受付し、18歳未満は柏児童相談所に進達
し、18歳以上は知的障害者基礎調査票等を添付資料とし東葛飾障がい者相談センターへ
進達する。千葉県（柏児童相談所又は東葛飾障害者相談センター）は、対象者について判
定を行い、手帳交付を決定したときは療育手帳を、交付非該当と決定したときは療育手
帳非該当通知書を野田市に送付する。 
野田市は送付された療育手帳又は療育手帳非該当通知書について、記載内容等を確認の
うえ申請者に交付する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の場合、保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：重度心身障害医者医療費助成に関する事務  

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：障害者等支援施設等通所者交通費助成に関す

る事務  

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：放送受信料免除申請に係る証明書交付に関す

る事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市木造住宅耐震診断費及び耐震改修工事

費補助金交付事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：生活保護法施行事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：避難行動要支援者支援事業に関する事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：成年後見制度利用支援事業に関する事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：家庭児童相談関係事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：育児支援家庭訪問事業事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市要保護児童対策地域協議会保護児童対

策調整機関事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用

事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務 

主な提供項目（障害の情報）  

■ 市の機関又は議会（教育委員会   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：療育手帳交付に関する事務ファイル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-003 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.2.1 開 始 年 月 日 H18.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 精神障害者保健福祉手帳交付に関する事務 

事 務 の 目 的 
障害者手帳交付申請を受付し、交付が認められた場合、障害者手帳を交付するもの。障害
者手帳は、一定の障がいのある人に対して各種サービスの支援を受けやすくするもの。 

事 務 の 概 要 

障害者手帳交付申請書、医師の診断書、顔写真等をもって申請を受付し、千葉県に進達を
行う。千葉県の審査において精神障がいの状態にあると認められた申請者に対し、千葉
県が作成した精神障害者保健福祉手帳を、野田市を経由して交付する。 
千葉県の審査において、承認されない場合も、その旨を、野田市を経由して通知する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の場合、保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：重度心身障害医者医療費助成に関する事務  

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：障害者等支援施設等通所者交通費助成に関す

る事務  

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：放送受信料免除申請に係る証明書交付に関す

る事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市木造住宅耐震診断費及び耐震改修工事

費補助金交付事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：生活保護法施行事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：避難行動要支援者支援事業に関する事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：成年後見制度利用支援事業に関する事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：家庭児童相談関係事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：育児支援家庭訪問事業事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市要保護児童対策地域協議会保護児童対

策調整機関事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用

事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務 

主な利用項目（障がいの情報                ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務 

主な提供項目（障害の情報）  

■ 市の機関又は議会（教育委員会   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：精神障害者保健福祉手帳交付に関する事務ファ

イル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-005 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.9.29 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 介護給付費等の支給決定等及び利用者負担額減額・免除等に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者等が障害福祉サービスを利用するにあたり、障害福祉サービスの給付に関する
支給決定の事務を行うもの。 

事 務 の 概 要 

障がい者等から介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び添付書
類の提出を受け、認定調査を実施する。支給決定に当たり障害支援区分を認定する必要
がある場合は、医療機関から医師意見書の提出を受け、野田市障害支援区分認定審査会
において障害支援区分及び認定有効期間の決定を行う。 
野田市は、障がい者等の障害支援区分、介護を行う者の状況、障がい者等の生活環境、障
害福祉サービスを利用する目的、サービス等利用計画案の内容等を審査し、障害福祉サ
ービスの支給及び自己負担額を決定し、障がい者等に通知するとともに障害福祉サービ
ス受給者証を発行する。 
支給決定を受けた障がい者等は、障害福祉サービス事業所と契約を締結し、利用を開始
する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

■ サービス等利用計画案 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他団体の市町村民税担当課） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （指定特定相談支援事業所、医療機関） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：番号法により「障害者自立支援給付関係情報」 

主な利用項目（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に規定する給付の支給に関する情報等） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：番号法により「障害者自立支援給付関係情報」 

主な提供項目（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に規定する給付の支給に関する情報、生活介護利用者、

施設入所者情報等） 

■ 市の機関又は議会（生活支援課、高齢者支援課、国保年金課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（県、市町村） 

■ その他 （千葉県国民健康保険団体連合会、指定特定相談支援

事業者） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 



電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ   
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：介護給付費等の支給決定等及び利用者負担額減

額・免除等に関する事務ファイル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-006 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.9.29 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 高額障害福祉サービス給付費支給等に関する事務 

事 務 の 目 的 

世帯内で、障害福祉サービスにおける介護給付費と補装具給付の両方を利用した場合や、
介護保険サービスを併用した場合に、世帯での利用者負担額が基準額を超える部分を高
額障害福祉サービス等給付費として給付するもの。また、65歳以上で、65歳になるまでに
5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方が一定の要件を満たす場合
に、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額を給付するもの。 

事 務 の 概 要 
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書を受け、利用状況、書類等を審査し、高額障害
福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書により給付費支給の可否を通知する。 
申請者が給付費支給決定を受けた場合、高額障害福祉サービス等給付費を給付する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報 ■ 公的扶助 

■ 障害福祉サービスの支払額の領収が記載された情報 ■振込先口座 □     
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-007 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.9.29 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 介護給付費等の審査支払及び請求に関する事務 

事 務 の 目 的 障害福祉サービス事業所等からの介護給付費等の請求審査及び支払を実施するもの。 

事 務 の 概 要 

障害福祉サービス事業所等は、毎月10日を期限に前月分の介護給付費等を千葉県国民健
康保険団体連合会に請求する。 
野田市が介護給付費等の審査及び支払に関する業務の委託をしている千葉県国民健康保
険団体連合会は、請求情報の取りまとめ審査を実施し、審査結果を野田市に送信する。 
野田市は、審査結果を受け確認審査を実施し、介護給付費等の請求情報を千葉県国民健
康保険団体連合会に送信する。 
請求情報に基づく介護給付費等を、千葉県国民健康保険団体連合会を経由して、障害福
祉サービス事業者に支払う。 

対 象 者 各事業所（障害福祉サービス事業所等） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 □ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 請求情報 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（千葉県国民健康保険団体連合会） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （障害福祉サービス事業所等） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：番号法                 

主な提供項目（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に規定する給付の支給に関する情報等） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（県、市町村） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：介護給付費等の審査支払及び請求に関する事務

ファイル 
 

 



3300-008 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H24.3.23 開 始 年 月 日 H24.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障害児通所給付費の支給決定等及び利用者負担額減額・免除等に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい児が障害児通所支援を利用するに当たり、障害児通所支援の給付費の支給に関
する支給決定の事務を行うもの。 

事 務 の 概 要 

障害児通所給付費の支給を受けようとする障がい児の保護者から障害児通所給付費支給
申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書の提出を受け、介護を行う者の状況、障がい児
の生活環境、障害児通所支援を利用する目的、療育の必要性、障害児通所支援利用計画案
等の内容を審査し、サービスの支給及び自己負担額を決定し、保護者に通知するととも
に受給者証を発行する。支給決定を受けた保護者は、障害児通所支援事業所と契約を締
結し、利用を開始する。 

対 象 者 申請者（障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

■ 障害児支援利用計画案 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他団体の市町村民税担当課） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （指定障害児相談支援事業所、医療機関） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：番号法により「障害者自立支援給付関係情報」 

主な利用項目（児童福祉法に規定する給付の支給に関する情報等） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：番号法により「障害児通支援に関する情報」 

主な提供項目（児童福祉法に規定する給付の支給に関する情報等） 

■ 市の機関又は議会（子ども支援室、児童家庭課、生活支援課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（県、市町村） 

■ その他（千葉県国民健康保険団体、指定障害児相談支援事業者） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 障害児通所給付費の支給決定等及び利用者負担額減額・免除等に関す

る事務ファイル 
 

 

 

 



3300-009 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H24.3.23 開 始 年 月 日 H24.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 高額障害児通所給付費支給等に関する事務 

事 務 の 目 的 
世帯内で、複数の障害通所給付を利用した場合等に、世帯での利用者負担額が基準額
を超える部分を高額障害児通所給付費として給付するもの。 

事 務 の 概 要 
高額障害児通所給付費支給申請を受け、利用状況、書類等を審査し、高額障害児通所給
付費支給（不支給）決定通知書により給付費支給の可否を通知する。 
申請者が給付費支給決定を受けた場合、高額障害児通所給付費を給付する。 

対 象 者 申請者（障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報 ■ 公的扶助 

■ 利用児の福祉サービスの領収が記載された情報 ■振込先口座  
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 



3300-010 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H24.3.23 開 始 年 月 日 H24.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障害児通所給付費等の審査支払及び請求に関する事務 

事 務 の 目 的 
障害児通所支援事業所からの障害児通所給付費等の請求審査及び支払を実施するも
の。 

事 務 の 概 要 

障害児通所支援事業所は、毎月10日を期限に前月分の障害児通所給付費等を千葉県国民
健康保険団体連合会に請求する。 
野田市が、障害児通所給付費等の審査及び支払に関する業務の委託をしている千葉県国
民健康保険団体連合会は、請求情報の取りまとめ審査を実施し、審査結果を野田市に送
信する。 
野田市は、審査結果を受け確認審査を実施し、障害児通所給付費等の請求情報を千葉県
国民健康保険団体連合会に送信する。 
請求情報に基づく障害児通所給付費等を、千葉県国民健康保険団体連合会に経由して、
障害児通所支援事業所に支払う。 

対 象 者 各事業所（障害児通所支援事業所等） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 □ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 請求情報 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（千葉県国民健康保険団体連合会） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （障害児通所支援事業所等） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：番号法                 

主な提供項目（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に規定する給付の支給に関する情報等） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（県、市町村） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：障害児通所給付費等の審査支払及び請求に関する事務

ファイル 
 



3300-011 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称 情報政策課 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S47.7.1 最終変更年月日 R7.6.24 

事 務 の 名 称 重度心身障がい者医療費助成金支給事務 

事 務 の 目 的 
重度障がい者の経済的負担を軽減するため、医療費の一部を助成する。 

 

事 務 の 概 要 

野田市重度心身障がい者医療費助成認定申請書の提出を受け、内容を審査し、認定の可
否を決定し、野田市重度心身障がい者医療費助成認定（却下）通知書により申請者に通知
し、受給券を交付する。 
受給券の紛失又は毀損若しくは汚損等の理由により野田市重度心身障がい者医療費受給
券再交付申請書の提出があった場合は、受給券を再交付する。 
申請内容に変更が生じた場合は、野田市重度心身障がい者医療費助成認定変更届の提出
を受け、内容を審査し、受給券の記載事項に変更が生じたときは、受給券を再交付する。 
この場合において、負担基準額に変更が生じたときは、負担基準額の再認定を行い、受給
券を交付する。 
保険医療機関に社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者
であることの確認を受けた上、受給券を提示もしくは受給券と同様の内容を含む情報を
提供したときは保険医療機関の請求に基づき、国保連経由等で請求を受け、支払う。 
助成金の支給を受けようとする者から、助成金支給申請を受け、助成金の額を決定し、通
知し、支給する。 
 

対 象 者 申請者、受給資格者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 振込口座  ■医療保険情報 □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、国保年金課、生活支援課、児童家庭課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 



電子計算機結合 
■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー  

  Public Medical Hub（PMH） 
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：重度心身障がい者医療費助成金受給対象者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-012 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 H6.4.13 最終変更年月日 R6.11.27 

事 務 の 名 称 精神障がい者医療費助成に関する事務 

事 務 の 目 的 

精神疾患のため入院療養している精神障がい者又はその保護者に対し、医療費の一部を
助成することにより経済的負担の軽減を図るもの。 
精神障がい者は、野田市に１年以上住所があり精神疾患のために継続して１月以上入院
していること。 

事 務 の 概 要 
精神障がい者医療費助成金支給申請書及び添付書類（医療費の領収書等）の提出を受け、
書類審査し助成金額が決定したときは、申請者に助成金額が決定したことを通知し、助
成金を月単位で支給する。 

対 象 者 申請者、保護者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 医療費の領収が記載された情報  ■振込先口座  ■医療保険情報 □   

   
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、国保年金課、生活支援課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 



3300-013 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.2.1 開 始 年 月 日 H18.2.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 自立支援医療（精神通院）制度に関する事務 

事 務 の 目 的 

自立支援医療費制度は、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療費制度で、精神通
院医療、更生医療、育成医療に大別されます。 
精神通院医療は、精神保健及び精神保健福祉に関する法律（精神保健福祉法）第５条第１
項に規定する統合失調症等の精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に要する人
を対象とし、市は対象者に対し支給認定事務を行う。 

事 務 の 概 要 

① 支給認定の申請のみを行う場合 
 自立支援医療費支給認定申請書及び医師の診断書等の添付資料の提出を受け、その
内容を確認の上、千葉県に進達する。 
 千葉県の支給認定を行うこととする決定により、野田市を経由して申請者に自立支
援医療受給者証（以下「受給者証」という。）を交付する。 

② 支給認定の申請に併せて、精神障害者保健福祉手帳（以下「手帳」という。）の新規
交付又は再交付の申請を行う場合 
 自立支援医療費支給認定申請書及び手帳用の診断書等の添付資料の提出を受け、そ
の内容を確認の上、千葉県に進達する。 
 千葉県の手帳の交付決定、支給認定の決定により、野田市を経由して申請者に受給
者証及び手帳を交付する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の場合、保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

□       □      □     □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、国保年金課、生活支援課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 



電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：自立支援医療（精神通院）の受給対象者  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-014 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称 情報政策課 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 H7.11.24 最終変更年月日 R7.6.24 

事 務 の 名 称 自立支援医療（更生医療）制度に関する事務 

事 務 の 目 的 

自立支援医療費制度は、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療費制度で、精神通
院医療、更生医療、育成医療に大別されます。 
更生医療は、身体障害者手帳の所持者で、障がいを除去・軽減する手術等の治療により確
実に効果が期待できる人（18歳以上）を対象とし、市は対象者の支給認定等の事務を行う
もの。 

事 務 の 概 要 

自立支援医療費支給認定申請書及び自立支援医療要否意見書等の添付書類の提出を受
け、申請者の申請資格の有無を検討し、申請の資格を有すると認められた者は、東葛飾障
害者相談センター（身体障害者更生相談所）に更生医療の要否等についての判定を依頼
する。 
身体障害者更生相談所の判定の結果、更生医療を必要とすると認められた申請者につい
て、支給認定を行い、自立支援医療受給者証（以下「受給者証」という。）を交付する。
治療にあたっては、申請者は、指定自立支援医療機関に受給者証を提示もしくは受給証
と同様の内容を含む情報を提供して更生医療に係る治療を受け、野田市は、自己負担を
除いた費用について、当該指定自立支援医療機関に支払う。  

対 象 者 申請者（障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 医療保険情報   □      □     □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、国保年金課、生活支援課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 

■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー 

Public Medical Hub（PMH）          

 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-015 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称 情報政策課 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 H7.11.24 最終変更年月日 R7.6.24 

事 務 の 名 称 自立支援医療（育成医療）制度に関する事務 

事 務 の 目 的 

自立支援医療費制度は、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療費制度で、精神通
院医療、更生医療、育成医療に大別されます。 
育成医療は、身体に障がいを有する児童で、障がいを除去・軽減する手術等の治療により
確実に効果が期待できる人（18歳未満）を対象とし、市は対象者の支給認定等の事務を行
うもの。 

事 務 の 概 要 

自立支援医療費支給認定申請書及び医師の意見書等の添付書類の提出を受け、育成医療
の要否等に関し、育成医療の対象となる障がいの種類、具体的な治療方針、入院又は通院
回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度につい
て具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行う。 
育成医療を必要とすると認められた場合は、世帯の所得状況を確認の上、自立支援医療
受給者証（以下「受給者証」という。）を交付する。 
治療にあたっては、申請者は、指定自立支援医療機関に受給者証を提示もしくは受給証
と同様の内容を含む情報を提供して受けた育成医療に係る治療を受け、野田市は、自己
負担を除いた費用について、当該指定自立支援医療機関に支払う。  

対 象 者 申請者（保護者）、対象児 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 医療保険情報   □      □     □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、国保年金課、生活支援課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 
■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー 

Public Medical Hub（PMH）         
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-016 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S45.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 心身障害者扶養年金に関する事務 

事 務 の 目 的 

千葉県心身障害者扶養年金条例に基づき、障がい者を扶養している保護者が、毎月一定
の掛金を納付し、保護者が万一の事（死亡・重度障がい）があった時に、障がい者に終身
一定額の年金が支給されるもの。 
このうち、保護者が、掛金について減額措置を受けた場合に、補助金を支給するもの。加
入資格は、65歳未満の①身体障害者手帳１級から３級、②療育手帳の所持者、③身体また
は精神に永続的な障がいがある①、②と同程度と認められる人を扶養している保護者 

事 務 の 概 要 

心身障害者扶養年金制度 
① 加入の申込み 

加入等申込書の提出を受け、千葉県に進達し審査の結果、千葉県から加入等承認（不
承認）通知書が送付を受け、野田市は加入申込書に加入等承認（不承認）通知書を交
付する。（加入等承認通知の交付を受けた場合、以後「加入者」という。） 

② 掛金の引き落とし及び支払い 
加入者は、毎月15日までに野田市に掛金を納付し、毎月月末までに野田市は千葉県に
掛金を送金する。 

③ 扶養年金の給付が受けらえれる場合 
千葉県は、奇数月の月末に、野田市を経由して、加入者に扶養年金を支給する。 

④ 非課税世帯における掛金の減額措置の手続 
野田市心身障害者扶養年金制度加入者補助金交付請求書の提出を受け、千葉県に進達
し減額措置が決定した場合、千葉県と野田市が補助する。 

 

対 象 者 保護者（加入申込者）、障がい者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 ■ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □     □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-017 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S50.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者福祉手当に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者又は介護もしくは監護している人に対して、生活の安定を目的に、障がい者福
祉手当を支給する。 

事 務 の 概 要 

障がい者福祉手当支給申請書及び添付書類の提出を受け、その書類を審査し、手当支給
を決定したときは、申請者に障がい者福祉手当支給決定通知書を通知し、手当支給却下
の決定をしたときは、申請者に障がい者福祉手当却下通知書を通知する。 
手当支給の決定を受けている場合、支給月を７月、１１月、３月とし、それぞれの月の分
まで支給する。 

対 象 者 障がい者、その保護者及び同一世帯の者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 ■ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □     □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課、高齢者支援課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：障がい者福祉手当に関する事務ファイル 
 

 

 

 

 



3300-018 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S61.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 特別児童扶養手当等に関する事務 

事 務 の 目 的 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神又は身体に障がいを有する児童
に特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障がいを有する児童に障害児福祉
手当を支給し、精神又は身体に著しく重度の障がいを有する者に特別障害者福祉手当を
支給する手続きを行うもの。 

事 務 の 概 要 

① 特別児童扶養手当 
特別児童扶養手当認定請求書のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規
則第1条第1号から第7号に定める書類等の提出を受け、千葉県に進達し審査が行われ、
市町村を通じて受給資格の有無が通知される。 
受給資格者は、手当が4月、8月、11月に手当を支給される。 

② 障害児福祉手当 
障害児福祉手当認定請求書のほか、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関す
る省令第2条第1号から第5号に定める書類等の提出を受け、受給資格の審査を行い、
受給認定を認定したときは、受給者台帳を作成し、障害児福祉手当認定通知書を交付
し、2月、5月、8月及び11月に手当を支給する。 
受給資格を認定しないときは、障害児福祉手当認定請求却下通知書を交付する。 

③ 特別障害者手当 
特別障害者手当認定請求書のほか、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関す
る省令第15条第1号から第5号に定める書類等の提出を受け、受給資格の審査を行い、
受給資格の認定をしたときは、受給者台帳を作成し、特別障害者手当認定通知書を交
付し、2月、5月、8月及び11月に手当を支給する。 
受給資格を認定しないときは、特別障害者手当認定却下通知書を交付する。 

対 象 者 請求者、受給資格者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 ■ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 振込先口座 ■居住状況  □     □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課 ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他市町村） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：番号法により「特別児童扶養手当等関連情報

を利用する事務  

主な利用項目（特別児童扶養手当等関係情報      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：番号法により「特別児童扶養手当関係情報を

提供する事務   

主な提供項目（特別児童扶養手当等関係情報   

■ 市の機関又は議会（児童家庭課             ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他市区町村      ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-020 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H20.3.19 開 始 年 月 日 H19.10.26 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障害者支援施設等通所者交通費助成に関する事務 

事 務 の 目 的 
障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター等に通所している障害者等に対し、交
通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るもの。 

事 務 の 概 要 

障害者支援施設等通所者交通費助成金支給申請書と添付書類の提出を受け、書類を審査
し、助成の可否及び、支給する場合の助成額を決定し、障害者支援施設等交通費助成金支
給（不支給）決定通知書を通知する。 
障害者支援施設等通所者交通費助成金支給の助成決定者から、障害者支援施設等通所者
交通費助成金支給申請書の提出を受け、毎年度10月及び4月にそれぞれ前6月分の助成金
を支給する。 

対 象 者 申請者（障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 通所に関する情報（通所施設名、通所方法、通所経路、通所日数等） 

■ 振込先口座 □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （障がい者支援課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（     ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 



3300-022 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H19.3.26 開 始 年 月 日 H19.3.30 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者グループホーム等入居者家賃助成に関する事務 

事 務 の 目 的 
グループホーム等に家賃を負担して入居する障がい者に対し、グループホーム等の家賃
の一部を助成することにより、障がい者の家賃の負担軽減を図るもの。 
障がい者は、市町村民税非課税世帯に属するもの。 

事 務 の 概 要 

障がい者グループホーム等入居者家賃助成金支給申請書と添付書類の提出を受け、書 
類を審査し、助成の可否及び助成金額を決定し、障がい者グループホーム等入居者家賃
助成金支給（不支給）決定通知書を通知する。 
障がい者グループホーム等入居者家賃助成支給の助成決定者から、障がい者グループホ
ーム等入居者家賃助成金支給請求書の提出を受け、助成金を支給する。 

対 象 者 申請者（障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

■

■ 

グループホーム等に関する情報（入居施設名、所在地、入居日、家賃支払額） 

振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：生活保護法施行事務           

主な利用項目（生活保護関係情報） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 



3300-023 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S45以前 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 自動車税に係る生計同一証明書及び常時介護証明書に関する事務 

事 務 の 目 的 
専ら身体障がい者等の移動のために利用される自動車について、自動車の運転者が障害
者手帳所持者本人でない場合に、自動車税（環境性能割・種別割）の減免を受けるために
必要な生計同一証明書、常時介護証明書を交付するもの。 

事 務 の 概 要 
自動車税（環境性能割・種別割）に係る生計同一証明書・常時介護証明書交付申請を受
け、窓口において、障害者手帳、自動車車検証、運転者の運転免許証の記載事項を確認し
生計申請者は、自動車税の減免申請の添付書類として利用する。 

対 象 者 申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 自動車の情報（所有者・ナンバー等） ■運転免許番号 □    □     
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （課税課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（他市町村） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 



3300-024 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S41以前 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 放送受信料免除申請に係る証明書交付に関する事務 

事 務 の 目 的 
日本放送協会放送受信料免除基準に該当する場合、放送受信料の免除を受けるために免
除基準に該当することを証明するもの。 

事 務 の 概 要 
日本放送協会の放送受信契約者から免除申請を受け、放送受信料の免除基準に該当する
ことを確認し証明書を交付する。申請者は、ＮＨＫへ証明書を提出する。 

対 象 者 申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

□  □      □     □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （障がい者支援課、課税課  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 



3300-025 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.9.29 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 移動支援事業に関する事務 

事 務 の 目 的 

屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のための支援を行うもの。 
対象者は、身体障害者手帳の所持者のうち障がい等級が１級、２級の両下肢の機能障
がいの者、障がい等級が１級から３級までの体幹の機能障がいの者、療育手帳の所持
者、精神障害者保健福祉手帳の所持者。 

事 務 の 概 要 
野田市移動支援事業利用許可申請書の提出を受け、書類を審査し、利用の可否を決定
し、野田市移動支援事業利用決定（却下）通知書を通知する。 
利用の決定を受けた者は、移動支援事業所と利用契約を締結し、利用を開始する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、生活支援課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-026 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S54.6.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 有料道路における障がい者割引制度に関する事務 

事 務 の 目 的 

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障がい者（身体障害者手帳
及び療育手帳の所持者）の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道
路事業者が統一的に実施する障害者割引制度について、割引の適用を受けるために必要
となる事前登録の手続を行うもの。 

事 務 の 概 要 

有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用申請書、障害者手帳の提出を受け、窓口におい
て、申請者が持参した自動車検査証又は軽自動車届出済証、障がい者本人が運転する場
合は運転免許証、ＥＴＣを利用する場合は、ＥＴＣカード、ＥＴＣ車載器の管理番号が確
認できる書類を確認しつつ、有料道路事業者に送付するＥＴＣ利用対象者証明書を交付
する。なお、申請者は、有料道路事業者にＥＴＣ利用対象者証明書を提出する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の場合、保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 自動車登録に記載された情報 ■運転免許証に記載された情報 ■ＥＴＣカード

番号、ＥＴＣ車載器管理番号（ＥＴＣ利用の場合のみ）に記載された情報 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （          ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 



3300-027 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S53.7.10 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 身体障がい者自動車運転免許取得助成に関する事務 

事 務 の 目 的 
身体障がい者の自立更生のため、自動車運転免許を取得した場合その費用の一部を助成
するもの。 

事 務 の 概 要 

身体障がい者が自動車運転免許を取得した際に身体障がい者自動車運転免許取得助成金
交付申請書の提出と自動車運転免許証、自動車教習所の領収書等かかった経費のわかる
ものを提示し、書類を審査し交付を決定したときは、自動車運転免許取得助成金決定通
知書を通知し助成金を支給する。 

対 象 者 申請者（障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 運転免許の取得にかかった経費のわかるもの ■自動車運転免許に記載された情

報 ■振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （          ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 



3300-028 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S55.12.24 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 身体障がい者自動車改造費助成に関する事務 

事 務 の 目 的 

身体障がい者が就労、通院及び通学等に使用する自動車について、自ら運転するために
必要な改造を行った場合に、自動車改造費助成金の交付手続きを行うもの。 
身体障がい者は、身体障害者手帳のの障がい等級が1級から3級で、上肢、下肢、体幹に機
能障がいがあるもの。 

事 務 の 概 要 

身体障がい者用自動車改造費助成金申請書及び、添付書類（自動車改造を行った業者の
改造箇所、経費及び改造年月日を称する書類）の提出を受け、審査を行い助成の可否を決
定し、身体障がい者用自動車改造費助成金決定（却下）通知書を通知する。 
身体障がい者用自動車改造費助成金決定の通知を受けた場合、申請者から身体障がい者
自動車改造費助成金請求書の提出を受け、助成金を支給する。 

対 象 者 申請者（障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 自動車の種類・使用目的、自動車改造を行った業者の改造箇所・経費・改造年月日

が記載された情報 ■振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課          ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 



3300-030 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 H7.11.24 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 補装具費に関する事務 

事 務 の 目 的 
身体障がい者及び難病患者の身体機能を補完し又は代替するために使用される義肢、
装具、車いす等の補装具の購入、修理、貸与に係る費用を支給するもの。 

事 務 の 概 要 

申請者は、補装具費支給申請書及び補装具の見積書等の添付書類を提出する。 
申請を受けた野田市は、東葛飾障害者相談センター（身体障害者更生相談所）に補装具
支給の意見照会、判定依頼を行い、意見書及び判定書の交付を受け、意見書及び判定書
をもとに補装具支給について審査し、併せて利用者の負担する利用料の減額・免除の決
定を行い、申請者に補装具費支給決定通知書を通知するとともに補装具費支給券を発行
する。 
その後、申請者は、補装具製作業者と契約し、補装具の購入等を行い、野田市は、利用
者負担額を除く公費支給額を支出する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：生活保護法施行事務            

主な利用項目（生活保護関係情報） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：番号法により「障害者自立支援給付関係情報」 

主な提供項目（障害者の日用生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に規定する給付の支給に関する情報等） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（県、市町村） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ  
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 



3300-031 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.9.29 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 重度障がい者等日常生活用具費助成に関する事務 

事 務 の 目 的 

重度障がい者等に対し、日常生活用具の購入及びその取付工事に要する費用を助成し、
又は日常生活用具を貸与することにより、日常生活の便宜を図るもの。 
重度障がい者等は、身体障がい又は知的障がいにおいて、障がい等級や障がい程度、
身体障がいの部位、障がいの状況により該当する者、難病においては該当する疾病に
よる者。 

事 務 の 概 要 

重度障がい者等日常生活用具費助成（貸与）事業利用申請書の提出を受け、重度障がい
者等の実情調査、書類審査等を行い、利用の可否を決定し、利用を決定した場合、助成
の予定額又は貸与する日常生活用具の種目を決定し、重度障がい者等日常生活用具助成
事業利用決定通知書、重度障がい者等日常用具貸与事業利用決定通知書、重度障がい者
等日常生活用具費助成（貸与）事業利用却下通知書のいずれかを通知する。 
なお、日常生活用具費等助成事業利用の決定を受けた場合、重度障がい者等日常生活用
具費助成券（以下「助成券」という。）を交付する。 
日常生活用具費等助成事業の利用の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)が日
常生活用具の購入、その取付工事を行おうとするときは、助成券を当該日常生活用具の
販売者、取付工事の委託・請負を受ける事業者(以下「事業者」という。)に提出し、事
業者は、日常生活用具の納入、取付工事を完了したときは、助成券に必要な事項を記載
し、助成利用者に返還し、助成利用者は、助成金の支給を受けようとするときは、助成
券を野田市に提出する。 
助成券の提出を受け、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成金の額を確定し、
助成利用者に支給する。なお、助成金の支給は、助成利用者からの委任に基づき、助成
利用者が事業者に支払うべき日常生活用具費等助成事業の利用に要した費用について、
助成利用者に助成されるべき額の限度において、助成利用者に代わり、事業者に支払う
ことができる。 
重度障がい者等日常生活用具貸与事業の利用の決定を受けた者が、日常生活用具の貸与
を受けようとするときは、野田市と契約を締結し、貸与を受ける。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の場合は保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 ■ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ             
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-032 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H18.9.29 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 一時支援事業に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者等の日中における活動の場を確保し、併せて障がい者等の家族の就労や休息等
ができるようにするもの。 
障がい者等とは、障害者手帳を所持している者。 

事 務 の 概 要 
障がい者等一時支援事業利用申請書及び添付書類の提出を受け、書類を審査し、利用の
可否を決定し、障がい者等一時支援事業利用決定（却下）通知書を通知する。 
利用の決定を受けた者は、一時支援事業所と利用契約を締結し、利用を開始する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-033 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S63.3.31 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 在宅心身障がい者児短期保護委託料助成に関する事務 

事 務 の 目 的 

心身障がい者児を介護している家族が、疾病等の理由により居宅における介護が困難な
場合に、当該心身障がい者児を一時的に有料で介護人に委託したときに、介護委託料の
一部を助成する。 
心身障がい者児は、身体障がい者、知的障がい者。 
介護人は、配偶者、祖父母、両親、子、孫、兄弟姉妹を除いた福祉に理解と熱意のある者。 

事 務 の 概 要 

事前に、心身障がい者児を介護している者から、介護人に介護を委託する旨の「在宅心身
障害がい者児介護委託届」の提出を受ける。 
在宅心身障がい児短期保護委託料助成金支給申請書及び介護証明書の提出を受け、書類
を審査し、助成の可否を決定し、在宅心身障がい者児短期保護委託料助成金支給決定（却
下）通知書を通知する。 
助成金の支給決定を受けた場合の助成金の支給は、４月、８月及び12月にそれぞれの前
月までの分を支給する。 

対 象 者 申請者、被介護人（障がい者、障がい児） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 振込先口座 ■介護人頭に関する情報 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、生活支援課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 



3300-034 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S42.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 千葉県の中途視覚障害者自立更生支援事業の申請受付及び申請者の調査に関する事務 

事 務 の 目 的 
千葉県事業として、中途視覚障がい者が、地域社会で自立して生活が営めるように、
歩行、感覚、コミュニケーション、日常生活動作等の訓練を行う事業で、申請者は市
町村を経由して申請するもの。 

事 務 の 概 要 

訓練申込書を受付し、申請者の状況を調査し調査書を作成し、中途視覚障害者自立更生
支援事業受託者（以下「受託者」という。）に訓練申込書、調査書を提出する。 
受託者は、訓練実施の可否を決定し、市町村を経由して申請者に訓練実施決定（却下）
通知書を通知する。 
訓練実施決定者が訓練を実施し、訓練が終了した場合、受託者は市町村に訓練終了を通
知する。 

対 象 者 申請者（障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 



3300-035 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H29.11.21 開 始 年 月 日 H29.11.21 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 意思疎通支援者派遣事業に関する事務 

事 務 の 目 的 
聴覚、言語機能、音声機能等の障がい者（以下「聴覚障がい者等」という。）とその他者
との円滑な意思疎通を支援するため、手話通訳者又は要約筆記者（以下「意思疎通支援
者」という。）を派遣する。 

事 務 の 概 要 

聴覚障がい者等又は聴覚障がい者等との意思疎通の必要がある者は、意思疎通支援者の
派遣を受けようとするときは、あらかじめ意思疎通支援者の派遣に係る申請書を提出し、
市は、要件を審査し、派遣の可否を決定し、意思疎通支援者派遣決定（却下）通知書によ
り通知し、意思疎通支援者を派遣する。 

対 象 者 聴覚障がい者等、聴覚障がい者等との意思疎通支援の必要がある者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 意思疎通支援事務を行うために必要な情報（派遣場所、派遣内容） 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （障がい者支援課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （聴覚障がい者等と意思疎通の必要がある者    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 



3300-036 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 S63.5.17 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業に関する事務 

事 務 の 目 的 

家庭において入浴することが困難なねたきり心身障がい者に対し、訪問入浴車(浴槽等
の入浴に必要な設備を有する車両をいう。以下同じ。)を使用して、定期的に入浴の介
護を行うもの。 
ねたきり心身障がい者は、65歳未満の心身に障がいがあり、居宅でおおむね6月以上常
時寝たきりで、介助がなければ自用を満たすことができない者。但し、介護認定におけ
る要介護認定を受けている場合を除く。 
ねたきり心身障がい者に対する訪問入浴事業は、野田市が訪問入浴介護を行う事業者（以
下「受託者」という。）に委託するもの。 

事 務 の 概 要 

 ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書及び医師の診断書の提出を受
け、現地調査、書類審査等を行い、利用の可否を決定し、ねたきり心身障がい者訪問入浴
サービス事業利用許可(不許可)決定通知書を通知する。 
利用許可を決定した場合、ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業利用許可決定

通知書の写しを受託者に送付し、サービス利用を開始する。 

対 象 者 申請者（障がい者、障がい児の場合、保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 意思疎通支援事務を行うために必要な情報（派遣場所、派遣内容） 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケー           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 



3300-037 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称 消防署 

届 出 年 月 日 H25.5.7 開 始 年 月 日 H29.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 緊急通報システムＮＥＴ１１９の登録に関する事務 

事 務 の 目 的 
聴覚、言語機能、音声機能等の障がい者が、発声できない、聞こえない等の障がい特性に
おいて、携帯電話やスマートフォンから１１９番通報ができる登録事務を支援するもの。 

事 務 の 概 要 

緊急通報システムＮＥＴ１１９登録申込書兼承諾書の提出を受け、登録画面ＵＲＬサイ
トのアドレス、ログインＩＤ、パスワードを提供し、申請人が登録をする。 
申請人が登録できない場合、代理入力登録用紙の提出を受け登録をする。 
登録することにより普段から、聴覚障がい者、音声・言語そしゃく機能障がい者が、緊

急通報システムＮＥＴ１１９を利用して１１９番通報ができる。 

対 象 者 登録申込者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ドーン          
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 



3300-038 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H24.9.25 開 始 年 月 日 H24.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務 

事 務 の 目 的 
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の18歳未満の難聴児（「難聴
児」という。）に対し補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、難聴
児の健全な言語及び社会性の発達を支援するもの。 

事 務 の 概 要 

難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書及び添付書類の提出を受け、書類を審査し、交
付の可否及び交付する場合助成額を決定し、難聴児補聴器購入費等助成金交付（不交
付）決定通知書を通知する。 
助成金の交付決定を受けた者が、補聴器の購入した場合、難聴児補聴器購入費等助成金
交付請求書とともに補聴器購入に要した費用の領収書の写しを提出し、野田市は助成金
を交付する。 

対 象 者 申請者（保護者、障がい児の保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 補聴器購入に要した費用の領収が記載された情報 ■振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 



3300-039 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H15.9.16 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 千葉県の身体障害者補助犬給付事業の申請受付及び申請者の調査に関する事務 

事 務 の 目 的 
千葉県事業として、身体障害者補助犬を給付することで身体障がい者の就労等社会活
動の参加を促進するもので、野田市福祉事務所長を経由して申請するもの。 

事 務 の 概 要 

千葉県の身体障害者補助犬育成及び給付事業実施要綱に基づき、身体障害者補助犬給付
申請書（以下「申請書」という。）の提出を受け、給付希望者の障がい状況、住居の状
況、世帯の状況、給付の必要性等の意見をまとめた調査書を作成し、申請書及び調査書
を添えて、千葉県に進達する。 
千葉県は、申請書の内容を審査及び調査し、給付候補者を選考し、給付候補者に決定し
た場合、身体障害者補助犬給付候補者決定通知書を、野田市福祉事務所を経由して通知
する。 
給付候補者は、所定の訓練を受け、訓練結果に基づき補助犬給付が適当と認められた場
合、身体障害者補助犬給付決定通知書を、野田市福祉事務所長を経由して通知する。 
なお、訓練結果について、補助犬給付が不適当と認められた場合、野田市福祉事務所長
を経由し身体障害者補助犬給付却下通知書を通知する。 

対 象 者 申請者（補助犬給付を希望する障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 



3300-040 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称 児童家庭課、子ども家庭総合支援課、高齢者支援課 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 H7.11.24 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 福祉施設等への措置及び費用の徴収に関する事務 

事 務 の 目 的 
児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法の規定に基づく措置
の実施に関し、必要な事務及び措置に要する費用の徴収に関し必要な事務を行うも
の。 

事 務 の 概 要 

支援を必要とする障がい者又は障がい児の保護者等が、やむを得ない事由により給付支
援費の支給を受けることが著しく困難であると認める場合、児童福祉法、身体障害者福
祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法に基づき障害福祉サービス等の提供の措置を行
う。 
障害福祉サービス等への措置の開始を決定したときは、措置決定通知書を当該援護の措
置を要する者又はその保護者に送付するとともに、知的障害者については、措置を行う
場合支援施設等又は職親に援護を委託するため、援護委託決定通知を当該支援施設等の
長又は職親に送付する。 
援護の措置の変更を決定したときは、措置変更決定通知書を、当該援護の措置の解除を
決定したときは、措置解除決定通知書を当該援護の措置を受けた者又はその保護者に送
付する。 
措置に関する費用の徴収額は、野田市福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する
規則に定める。 
費用を徴収しようとするときは、当該月の徴収額を納期限前15日までに納入通知書によ
り費用を納入すべき者に通知する。 
納入義務者は、前項の通知を受けたときは、当該月分を納期限までに納入する。 
納入義務者が経済上その他の理由により納入すべき費用を納入することが著しく困難で
あると認めるときは、その者の申出により、その費用の全部又は一部の徴収を猶予し、
又は免除を行う。 

対 象 者 
児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法の規定に基づく被措置
者及び被措置児童及び扶養義務者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課 ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（児童相談所） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-041 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H22.11.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 地域活動支援センター運営費等補助金に関する事務 

事 務 の 目 的 
地域活動支援センターの運営者に、運営費を補助することにより、利用する障がい者の
自立した日常生活及び社会生活の促進を図るもの。 

事 務 の 概 要 

運営者から地域活動支援センター運営費等補助金交付申請書と添付書類（補助金所要額
見込調書、事業計画書、補助対象障がい者等名簿等）の提出を受け、書類を審査し、補助
金の交付の可否及び交付する場合、補助金額を決定し、地域活動支援センター運営費等
補助金交付(不交付)決定通知書を通知する。なお、必要があると認めた場合、概算払によ
り補助金を交付する。 
事業終了後、地域活動支援センター運営費等補助金実績報告書と添付書類の提出を受け、
書類を審査し適正と認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、地域活動支援センタ
ー運営費等補助金交付額確定通知書（以下「交付額確定通知書」という。）を通知する。 
交付額確定通知書の通知を受けた運営者は、地域活動支援センター運営費等補助金交

付請求書を提出し、野田市は当該補助金を交付する。なお、概算払により補助金を交付し
ている場合、精算（確定した補助金が概算払の補助金より少ない場合、追加交付、多い場
合返還）を行う。 

対 象 者 申請者（地域活動支援センター運営者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 補助対象障がい者等が記載されたと情報 ■振込先口座 □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □  ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：        
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-042 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H5.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 生活ホーム運営事業補助金に関する事務 

事 務 の 目 的 
知的障がい者の社会参加の促進を図るため、生活ホーム運営者に、生活ホーム運営事
業補助金を交付するもの。 

事 務 の 概 要 

生活ホームは、千葉県の千葉県生活ホーム運営事業実施要綱による事業所。生活ホーム
の入居者が野田市の援護者の場合、補助金交付事務がある。 
月ごとに、生活ホーム運営事業補助金交付申請書の提出を受け、書類を審査し、補助金
の交付の可否及び、補助金を交付する場合補助金額を決定し、生活ホーム運営事業補助
金交付（不交付）決定通知書を通知する。 
生活ホーム運営事業補助金交付決定通知を受けた申請者は、生活ホーム運営事業補助金
交付請求書を提出し、野田市が補助金を支払う。 

対 象 者 申請者（生活ホーム運営者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 生活ホーム入居者（退居）が記載された情報 ■振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （生活ホーム運営者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-043 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H21.3.16 開 始 年 月 日 H21.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者等グループホーム運営費補助金に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者等グループホームの運営に要する経費の一部を補助することにより、適正な
運営を確保するもの。 

事 務 の 概 要 

定員が６人以下の障がい者等グループホームにおいて、野田市が援護する障がい者等が
入居者の場合、運営に要する経費の一部を補助する事業。 
障がい者等グループホーム運営費補助金交付申請書及び添付書類の提出を受け、書類を
審査し、補助金交付の可否及び、交付する場合、補助金額を決定し、障がい者等グルー
プホーム運営費補助金交付（不交付）決定通知書を通知する。 
事業完了後、交付決定を受けた申請者は、障がい者等グループホーム運営費補助金実績
報告書及び添付書類により報告する。 
障がい者等グループホーム運営費補助金実績報告書及び添付書類の提出を受け、書類を
審査し、適正と認めた場合、交付すべき補助金額を確定し、障がい者等グループホーム
運営費補助金交付額確定通知書を通知する。 
補助金額の確定を受けた申請者は、障がい者等グループホーム運営費補助金交付請求書
を提出し、野田市は補助金を交付する。 

対 象 者 申請者（障がい者等グループホーム運営者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 入居者氏名、障害支援区分が記載された情報 ■振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （障がい者等グループホーム運営者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-044 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H23.3.31 開 始 年 月 日 H23.3.31 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金に関する事務 

事 務 の 目 的 
重症心身障がい児等を受入れる短期入所事業所に対し、事業経費の一部を補助するこ
とにより、重症心身障がい児等の受入れの促進を図るもの。 

事 務 の 概 要 

千葉県の承認を得た短期入所事業所において、野田市が援護する重症心身児等が利用し
ている場合、事業経費の一部を補助する事業。 
重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交付申請書及び添付書類の提出を受
け、利用状況及び書類を審査し、補助金交付の可否及び、交付する場合、補助金額を決
定し、重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交付（不交付）決定通知書を通
知する。 
事業終了後、交付決定を受けた申請者は、重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補
助金実績報告書及び添付書類により報告する。 
重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金実績報告書及び添付書類の提出を受
け、書類を審査し、適正と認める場合、交付すべき補助金額を確定し、重症心身障がい
児等短期入所特別支援事業補助金交付額確定通知書を通知する。 
補助金額の確定を受けた申請者は、重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交
付請求書を提出し、野田市は補助金を交付する。 

対 象 者 申請者（重度心身障がい者児等短期入所事業運営者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 短期入所利用状況が記載された情報 ■振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （重度心身障がい者児等短期入所事業運営者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-045 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H19.3.22 開 始 年 月 日 H19.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者相談支援、専門相談、当事者関係者相談に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者の福祉に関する各般の問題について、障がい者、障がい児の保護者又は障が
い者等を介護する者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うことで、
障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするもの。 

事 務 の 概 要 

障がい者、障がい児の保護者、障がい者の介護者からの相談を来所、電話、訪問等によ
り実施するとともに、教育や療育等の専門的な相談については専門相談により対応し、
当事者同士で共有できる悩みや相談については、障がい者当事者や支援機関等による当
事者関係者相談で対応するもの。 
また、市が相談支援業務を委託している基幹相談支援センター及び相談支援事業所にお
いても、障がい者、障がい児の保護者、障がい者の介護者から相談を受け付けているも
の。 

対 象 者 相談者（障がい者当事者、家族、支援者等） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （親族以外の支援者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 



3300-046 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H24.3.21 開 始 年 月 日 H24.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市障がい者相談員に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言等を行うとと
もに、障がい者に対する市民の理解を深めることを目的に、当事者、家族等に野田市
障がい者相談員を委託する。 

事 務 の 概 要 

身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく、当事者及び家族等に対する相談業務
を行う。相談業務は、①障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必
要な助言を行うこと、②障害福祉サービスの利用、修学、就職等に関する事項について
の行政、教育機関、公共職業安定所等の業務に協力すること、③障がい者団体等と連携
を図り、障がい者に対する市民の理解を深める活動を行なうこと、④その他野田市障が
い者相談員の設置の目的を達成するために必要な業務とする。           
なお、野田市障がい者相談員は11名以内とし、委嘱、対価支払等の事務を行う。 

対 象 者 障がい者、家族等、野田市障がい者相談員 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座（野田市障がい者相談員） 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



3300-047 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H28.11.24 開 始 年 月 日 H28.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がいを理由とする差別に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がいを理由とする差別の解消を推進するため、障がい者及びその家族その他の関係
者からの障がいを理由とする差別に関する相談に応ずるもの。 

事 務 の 概 要 
障がい者及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談を受
付け、関係者からの事実の確認と差別の解消に向けた話し合い等を行う。 

対 象 者 障がい者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （障がいを理由とする差別の相談者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-048 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H23.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者虐待防止に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者への虐待を防止、障がい者が虐待を受けた場合の障がい者の保護等、障がい
者の権利利益を擁護することを目的とするもの。 

事 務 の 概 要 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）
に基づき、障がい者支援課に野田市障がい者虐待防止センターを設置し、障がい者の虐
待について通報、届出、相談を受け、指導、助言等を行う。なお、障がい者虐待につい
て定義は①養護者による虐待、②福祉施設従事者等による虐待、③使用者（雇用者）に
よる虐待。類型は①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④介護世話の放棄（ネグ
レクト）、⑤経済的虐待になる。 

対 象 者 障がい者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（千葉県、警察署） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-049 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R6.2.8 

事 務 の 名 称 相談支援事業に関する事務 

事 務 の 目 的 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第3号及び
第77条の2並びに地域生活支援事業実施要綱に基づく相談支援事業を実施するもの。 

事 務 の 概 要 

障がい者等の福祉に関する各般の問題に関して、障がい者等からの相談に応じ、必要な
情報提供、助言、障害福祉サービスに関する情報提供、権利擁護等必要な支援を行う相
談支援事業及び基幹相談支援センター業務を法人等（相談支援事業所）に委託して実施
する。なお、本事務は、必要に応じ重層的支援体制整備事業と一体のものとして実施す
る。 

対 象 者 相談支援事業所の運営者、相談員、相談者（障がい者、家族、支援者等） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （相談支援事業所の運営者、相談員） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-051 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H19.3.22 開 始 年 月 日 H19.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会に関する事務 

事 務 の 目 的 

障がい者への支援体制の整備を図ること及び、障がいを理由とする差別を解消するため
の取組を効果的かつ円滑に行うことを協議すること。 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第8
9条の3第1項、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）第
17条第1項及び児童福祉法第56条の6第2項に基づく協議会を運営すること。 

事 務 の 概 要 

協議会は、本会と専門部会で構成し、協議する内容は、障がい者等の支援の困難事例の対
応、関係機関との連携及び支援体制、障がいを理由とする差別を解消するための取組、日
常生活を営むために医療を要する障がい者等の支援の取組等とする。 
本会の委員の委嘱、任命期間は2年間とし、定数は要綱で定める。また、専門部会につい
ては、本会が必要に応じて設置し、委員のうちから会長が指名した者及び委員の推薦に
基づき市長が委嘱した者並びに職員のうちから市長が任命した者をもって構成する。部
会の協議内容については本会で報告し、情報共有を行う。 

対 象 者 障がい者、関係者、野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会委員 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   ■ 公的扶助 

□ ＿＿＿＿  □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （委員所属               ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（千葉県、警察署      ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （関係者（家族、支援者）障害福祉サービス事業所、医療

機関、訪問看護ステーション、相談支援事業所の運営者、相談員等） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                   
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 



3300-052 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H24.3.21 開 始 年 月 日 H24.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 指定特定相談支援事業者等の指定等に関する事務 

事 務 の 目 的 
計画相談支援及び障害児相談支援を行う指定特定相談支援事業者等の指定等を行うも
の。 

事 務 の 概 要 

指定特定相談支援事業者等は、管理者及び相談支援専門員等を配置した特定相談支援事
業所及び、障害児相談支援事業所のこと。 
指定特定相談支援事業者等の指定を受ける場合、指定特定相談支援事業者等指定申請書
に必要書類を添付し申請する。 
申請を受け、現地（建物内に相談室があること）の確認及び書類を審査し、指定の可否
を決定し、野田市指定特定相談支援事業者等指定決定(却下)通知書を申請者に通知す
る。 
指定特定相談支援事業者等の指定を受けた場合、現地（建物）の入口等に指定特定相談
支援事業者等は、指定特定相談支援事業者等であることを掲示する。 
なお、指定特定相談支援事業所等は、障がい者の計画相談支援（サービス等利用計画の
作成、モニタリングの実施等）を行う特定相談支援事業所と、障がい児の障害児相談支
援（障害児利用計画の作成、モニタリングの実施等）を行う障害児相談支援事業所があ
る。 

対 象 者 申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 

 

■ 

相談員支援従事者初任者研修または相談支援従事者現任研修の修了証明 

が記載された情報 

従業員等に関する情報（管理者、相談支援専門員等） 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-053 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S25.5.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する医療保護入院に際して、市町村
が行う入院同意に関する事務 

事 務 の 目 的 

指定医による診察の結果、精神障がい者であり、かつ、医療及び保護ため入院の必要があ
る者が入院に必要な同意を行うべき家族等が存在しない。あるいは不明である場合や家
族等があってもその義務を行うことができない場合、当該精神障がい者の入院のため市
長が保護者となり同意するもの。（市町村長同意事務要領に基づく） 

事 務 の 概 要 
病院から市長同意の依頼を受け、同意依頼聴取票を作成し、同意の対象者であること

を確認の上、病院に同意書を交付する。 

対 象 者 
家族等がいない又は不明の精神障がい者であり、指定医の診断の結果、医療及び保護の
ため入院の必要がある者で、その精神障がいのため入院の同意ができない者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 ■ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（医療保護入院を実施する病院） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （医療保護入院を実施する病院          ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：        
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 



3300-054 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H18以前 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者を支援する者の養成に関する事務 

事 務 の 目 的 
手話奉仕員、要約筆記奉仕員その他の障がい者を支援する者（以下「支援者」という。）
又は支援者となることを希望する者に対し試験費用の助成や研修等を実施し、支援者を
養成しようとするもの。 

事 務 の 概 要 
試験費用の助成や研修等を希望する者からの申込みを受け、審査し、助成や研修等の

受講の可否について決定する。 

対 象 者 研修等の受講希望者、試験費用の助成等を受けようとする者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：        
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 



3300-055 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H18以前 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者の各種研修、講座に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者の生活訓練等を目的に、障がい特性に配慮した各種研修、講座を実施、または主
催する法人等に対し各種研修、講座を委託するもの。 

事 務 の 概 要 
講師の指導のもと、障がい者を受講者とし、障がい特性に配慮した各種研修、講座等を

通して生活訓練等を行うもの。 

対 象 者 講師、各種研修を主催する法人等の関係者、受講者（障がい者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座（講師、主催する法人等） □      □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：        
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 



3300-056 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H16以前 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 点字・声の広報等発行事業に関する事務 

事 務 の 目 的 視覚障がい者に点字、音声により情報を提供する法人等に対し、事業を委託するもの。 

事 務 の 概 要 
点字、音声により情報提供する法人等に対し、野田市が発行する市報等を点字、音声に

より、視覚障がい者に提供する事業を実施する。 

対 象 者 点字、音声により情報提供する法人等の関係者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：        
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 



3300-057 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 S56以前 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい者の各種行事、大会に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者の各種行事、大会の主催者や事務局として、あるいは運営委員会、関係機関、団
体等と連絡調整、事業経費の一部の補助等を行い、障がい者の活動の場や外出機会を確
保するもの。 

事 務 の 概 要 
障がい者釣大会等の障がい者の各種行事、大会について、主催者や事務局として、ある

いは運営委員会、関係機関、団体等の依頼、協定に応じて、連絡調整、事業経費の一部の
補助等を行い、障がい者の活動の場や、外出機会を確保する。 

対 象 者 各種行事・大会に係る運営委員会、関係機関、団体等の関係者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座（事業経費の一部を補助する場合） □      □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （運営委員会、関係機関、団体等         ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：        
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 

 



3300-058 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13．4．1 開 始 年 月 日 H8．4．1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 指定管理者が運営する障害福祉サービス事業所等の利用決定に関する事務 

事 務 の 目 的 
指定管理者が運営する障害福祉サービス事業所等を希望する場合、利用の可否を決定す
るもの。 

事 務 の 概 要 

利用申込書の提出を受け、事業所での実習内容、健康診断書、聞取内容等を審査し、利用
可否を決定し、利用承認（不承認）決定通知書を通知する。 
また、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法の規定により当該事業所を利用する必要
があると認められた者の利用決定について、措置利用決定通知書を通知する。 
利用承認された申請者は、事業所と利用契約を締結し利用を開始する。 

対 象 者 各事業所の利用希望者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-059 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H8．4．1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市心身障がい者福祉作業所の運営に関する事務 

事 務 の 目 的 雇用が困難な障がい者が、必要な指導及び訓練を行い、自立の助長を目的とする。 

事 務 の 概 要 
利用者は、食事、排せつ等の介助を受けながら、創作的活動や生産活動を行い、利用者の
身体機能や生活能力、あるいは就労に必要な知識・能力の向上を図るもの。 

対 象 者 利用者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

■ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-060 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H元.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市関宿心身障がい者福祉作業所の運営に関する事務 

事 務 の 目 的 雇用が困難な障がい者が、必要な指導及び訓練を行い、自立の助長を目的とする。 

事 務 の 概 要 
利用者は、食事、排せつ等の介助を受けながら、創作的活動や生産活動を行い、利用者の
身体機能や生活能力、あるいは就労に必要な知識・能力の向上を図るもの。 

対 象 者 利用者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

■ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-061 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 Ｓ49.5.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市立あすなろ職業指導所の運営に関する事務 

事 務 の 目 的 雇用が困難な障がい者が、必要な指導及び訓練を行い、自立の助長を目的とする。 

事 務 の 概 要 
利用者は、食事、排せつ等の介助を受けながら、創作的活動や生産活動を行い、利用者の
身体機能や生活能力、あるいは就労に必要な知識・能力の向上を図るもの。 

対 象 者 利用者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

■ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-062 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H13.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市立あおい空の運営に関する事務 

事 務 の 目 的 雇用が困難な障がい者が、必要な指導及び訓練を行い、自立の助長を目的とする。 

事 務 の 概 要 
利用者は、食事、排せつ、入浴等の介助を受けながら、創作的活動や生産活動を行い、利
用者の身体機能や生活能力、あるいは就労に必要な知識・能力の向上を図るもの。 

対 象 者 利用者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

■ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-065 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H27.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市立あおい空の短期入所事業に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者を介護する者の休息等を理由に、障がい者が野田市立あおい空（指定管理者が
運営）の短期入所を利用することについて、障がい者の利用の可否の決定及び、利用をす
る場合の短期入所の使用料の請求事務等を行うもの。 

事 務 の 概 要 

利用申込書の提出を受け、健康診断書、聞取内容等を審査し利用の可否を決定し、利用承
認（不承認）決定通知書を通知する。 
利用承認された障がい者が、短期入所を利用した場合、野田市立あおい空から短期入所
サービス提供実績記録票等の報告を受け、書類審査し、請求事務を行う。 

対 象 者 利用者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

■ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-066 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H28.8.16 開 始 年 月 日 H28.9.9 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 障がい児通所事業所等の利用料、給食費の口座振替収納に関する事務 

事 務 の 目 的 
納付手続を合理化し、納期限内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期するため、口
座振替による収納を行うもの。 

事 務 の 概 要 

あおい空の短期入所の利用料・一時支援利用料を口座振替による納付を希望する納付義
務者は、口座振替依頼書を金融機関へ提出する。 
金融機関で口座情報照合後、市が口座振替受付通知書を受領し、納付義務者へ口座振替
開始通知書を送付する。 
指定された科目の納期限の月に、口座振替データを作成し、委託業者を通じて、各金融機
関へデータを送付し、口座振替を依頼する。口座振替結果のデータが送付され、システム
へ消込処理を行い、翌日システムに反映される。（口座振替不能リストを作成する。）振替
不能となった場合は、納付義務者に口座振替不能通知を送付する。 

対 象 者 納付義務者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 口座情報  □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者、委託業者               ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：ちばぎんコンピューターサービス           
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 



3300-067 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H27.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 千葉県重症心身障害児（者）入所施設における入所待機者調整会議に関する事務 

事 務 の 目 的 

千葉県重症心身障害連絡協議会に加入している重症心身障害児（者）施設において、入
所待機者調整会議を設置し、入所を希望する障がい児及び障がい者を一元的に管理し、
入所の必要性が高い希望者を抽出し入所の優先度を検討し、加入施設への早期入所を目
的とするもの。 
入所待機者調整会議の事務局は、千葉リハビリテーションセンター愛育園。 
加入施設は、千葉市桜木園、聖母療育園、千葉リハビリテーションセンター愛育園、
独立行政法人国立病院機構下志津病院、独立行政法人国立病院機千葉東病院、東葛医
療福祉センター光陽園。 

事 務 の 概 要 

重症心身障害児（者）施設への入所を希望する障がい者及び保護者等から入所相談を
受けた場合、医療型障害児入所施設・療養介護事業所利用希望施設依頼書及び添付書類
（以下「関係書類」という。）を事務局へ送付する。事務局は、加入施設に関係書類を
送付する。 
事務局、または希望者が入所したい加入施設が、入所を希望する障がい者及び保護者

等と面談を行い、意向等の情報を収集する。以後半年毎に情報収集を行う。 
また、入所待機者調整会議においては、障がい児、障がい者ごとに待機リストを作成

し、入所の優先度を検討する。 
入所が決定した場合、加入施設が契約手続等を行い、入所待機者調整会議に報告する。
野田市は入所に伴う事務手続等を支援する。 

対 象 者 入所を希望する障がい者、保護者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 入所希望施設名が記載された情報 ■医療情報が記載された情報 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 



電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-068 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H27.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 茨城県障害者支援施設等利用実施要項に関する事務 

事 務 の 目 的 
茨城県内の障害者支援施設、療養介護事業所及び障害児入所施設（以下「障害者支援
施設」という。）の利用について、利用者の選択に基づいた迅速な契約を進め、公
平・公正な利用調整を図るもの。 

事 務 の 概 要 

申請者（障がい者及び保護者）から、施設利用調整依頼書の提出を受け、施設利用希望
登録依頼書及び必要書類により入所希望施設に申請し、申請を受けた障害者支援施設等
は、入所待機者として登録する。 
障害者支援施設等は、空所が生じた場合、申請者（障がい者及び保護者）に連絡し、入
所する場合、契約を締結する。 
契約を締結した場合、障害者支援施設等は、野田市に報告する。 

対 象 者 入所を希望する障がい者、保護者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 入所希望施設名が記載された情報 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 



3300-069 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 知的障害者福祉法に基づく職親の登録に関する事務 

事 務 の 目 的 
知的障害者福祉法施行規則に基づく職親になることの希望の申出による事務を行うも
の。 

事 務 の 概 要 

知的障害者福祉法、知的障害者福祉法施行規則の規定する職親になることの希望の申出
者は、野田市知的障害者福祉法施行細則に規定に基づき、職親申込書を野田市福祉事務
所長に提出する。 
申込書の提出を受けた野田市福祉事務所長は、当該申込書に職親申込者調査意見書を添
えて、市長に進達する。 
市長は、申込書及び意見書を受理したときは、当該申込者を職親とすることの適否につ
いて認定を行い、職親とすることを適当と認めた者については、職親登録簿に登録し、
職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承
認通知書を、福祉事務所長を経由して当該申込者に送付する。 
市長は、前項の規定により職親登録簿に登録された事項の要旨を千葉県知事に報告す
る。 

対 象 者 職親申込者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 



3300-078 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H18.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 基準該当福祉サービス事業者の登録等に関する事務 

事 務 の 目 的 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する基準該当障
害福祉サービスに関する事業を行う者の登録を行うもの。 

事 務 の 概 要 

野田市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則に基づき、基準該当事業
者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に規定する基準
該当障害福祉サービスの事業の基準を満たし、かつ、基準該当障害福祉サービス事業を
継続的に運営することができると認める場合に登録を行う。 
ただし、当該基準該当事業者が指定障害福祉サービスの事業の基準を満たし、指定障害
福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことがで
きる。 
登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サ
ービスを行う事業所ごとに、野田市基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書に規則
で定めた事項を記載した書面を添えて、提出する。 
野田市基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書の提出を受け、書類を審査し、登録
の可否を決定し、野田市基準該当障害福祉サービス事業所登録決定（却下）通知書を送
付する。 
なお、登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業について変更、廃止等の場合、野
田市基準該当障害福祉サービス事業所登録変更届出書、野田市基準該当障害福祉サービ
ス事業廃止（休止、再開）届出書を提出する。 

対 象 者 申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報 ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 従業員等に関する情報（管理者、サービス提供（管理）責任者、役員等） 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-079 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H25.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 基準該当通所支援事業者の登録等に関する事務 

事 務 の 目 的 児童福祉法に規定する基準該当通所支援に関する事業を行う者の登録を行うもの。 

事 務 の 概 要 

野田市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則に基づき、基準該当通所支援事業
者が児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準等を定める条例に規定する基準該当通所支援の事業の基準を満たし、かつ、基準該当
通所支援事業を継続的に運営することができると認める場合に登録を行う。 
ただし、当該基準該当通所支援事業者が指定障害児通所支援の事業の基準を満たし、指
定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないこと
ができる。 
登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の種類及び基準該当通所支援を行う事業
所ごとに、野田市基準該当通所支援事業所登録申請書に規則で定めた事項を記載した書
面を添えて、提出する。 
野田市基準該当通所支援事業所登録申請書の提出を受け、書類を審査し、登録の可否を
決定し、野田市基準該当通所支援事業所登録決定（却下）通知書を送付する。 
なお、登録事業者は、基準該当通所支援事業について変更、廃止等の場合、野田市基準
該当通所支援事業所登録変更届出書、野田市基準当該通所支援事業廃止（休止、再開）
届出書を提出する。 

対 象 者 申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報 ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 従業員等に関する情報（管理者、児童発達支援管理責任者、役員等） 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-080 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 H18.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 地域生活支援事業の事業所指定等に関する事務 

事 務 の 目 的 
一時支援事業所、移動支援事業所、地域活動支援センター等の地域生活支援事業で、
事業所指定等が必要な事業所の指定等を行うもの。 

事 務 の 概 要 

事業所指定等が必要な事業所の指定等を行うもの。一時支援事業所は、障がい者等の日
中における活動の場を提供する事業所であり、移動支援事業所は、屋外での移動が困難
な障がい者等に対し外出するための支援を行う事業所であり、地域活動支援センター
は、障がい者等に、創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等を供与
する事業所であり、いずれも管理者及び従業員を配意した事業所。 
地域生活支援事業の事業所指定等を受ける場合、申請者は、申請書及び添付書類により
申請する。 
申請書及び添付書類の提出を受け、書類を審査し、事業所指定の可否を決定し、申請者
に通知する。事業所指定を受けた場合、事業を開始する。 

対 象 者 申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 従業員等に関する情報 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



3300-081 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H21.3.16 開 始 年 月 日 H21.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 地域生活体験事業補助金に関する事務 

事 務 の 目 的 

施設や病院等から地域生活に移行を希望する知的障がい者、精神障がい者に、地域生
活体験事業（自立した社会生活を営むことができるよう一時的に地域生活の体験のた
めの住居の居室を提供）、及び日中活動支援事業（生活技術及び自立意欲を高める支
援を提供する事業）を提供する医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人に、事
業に要する経費の一部を補助することにより、事業の適正な運営を確保するもの。 

事 務 の 概 要 

野田市地域生活体験事業補助金交付申請書及び必要書類の提出を受け、書類を審査し、
補助金交付の可否及び、交付する場合、補助金額を決定し、地域生活体験事業補助金交
付（不交付）決定通知書を送付する。 
事業終了後、交付決定を受けた申請者は、地域生活体験事業実績報告書及び添付書類に
より報告する。 
地域生活体験事業実績報告書及び添付書類の提出を受け、書類を審査し、適正と認める
場合、交付すべき補助金額を確定し、地域生活体験事業補助金交付額確定通知書を通知
する。 
補助金額の確定を受けた申請者は、地域生活体験事業補助金交付請求書を提出し、野田
市は補助金を交付する。 

対 象 者 申請者（地域生活体験事業実施者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 利用者に関する情報 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （地域生活体験事業実施者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 



電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-086 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H31.3.29 開 始 年 月 日 H31.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付に関する事務 

事 務 の 目 的 
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けている児童又は児童以外の満二十歳に満たな
い者（「小児慢性特定疾病児童等」という。）に対し、日常生活用具を給付することに
より、小児慢性特定疾病児童等の日常生活上の便宜を図るもの。 

事 務 の 概 要 

給付を希望する対象者から申請書の提出を受け、調査し、日常生活用具の給付の可否を
決定し、通知する。また、給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用
具給付券（以下「給付券」という。）を交付する。 
給付決定を受けた者は、用具の納入業者に給付券を提出するとともに自己負担額等に相
当する金額を支払い、用具の納入を受ける。用具の納入業者は、給付券を添付して用具
の価格から給付決定を受けた者が支払った自己負担額を除いた額を市長に請求する。 

対 象 者 申請者（小児慢性特定疾病児童等、保護者） 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 ■ 資産 ■ 税情報 ■ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、課税課） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



3300-087 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R1.6.13 開 始 年 月 日 R1.8.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 日常生活用具保管に関する事務 

事 務 の 目 的 
障がい者等用の日常生活用具を使用する方の希望により、災害時や緊急時に応急的に
使用するための日常生活用具を市が保管する。 

事 務 の 概 要 

申請者は日常生活用具を持参し、申請書によりその保管を依頼する。市は台帳に氏
名、住所、連絡先及び申請日を記入し、預かった日常生活用具を保管する。 
また、保管継続の意思確認のため、１年ごとに更新に係る申請を行う。当該申請が無

い場合や保管期限を過ぎた日常生活用具については、市で処分する。 
申請者は、預けた日常生活用具を受け取るときは申出をする。 

対 象 者 申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 

■ 

保管する日常生活用具の情報 ■勤務先の住所・名称（市外在住者のみ） 

避難場所に関する情報 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



3300-088 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R2.3.27 開 始 年 月 日 R2.4.1 最終変更年月日 R6.11.27 

事 務 の 名 称 野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業に関する事務 

事 務 の 目 的 

保護者の入院等により在宅の生活が困難になった医療的ケアを必要とする身体障がい者
（以下「在宅重度身体障がい者」という。）に対し、緊急又は一時的な入院（地域包括ケ
ア病棟の病床を利用する場合に限る。）の支援及び当該入院に要する医療費の助成を行う
ことにより、身体障がい者の安定した療養生活の確保とその保護者の福祉の向上を図る。 

事 務 の 概 要 

在宅重度身体障がい者又はその保護者から申請を受け、受給資格を審査し、認定の可否
を決定する。認定結果は、認定(却下)通知書をもって申請者に通知し、利用資格者には、
利用者証を交付する。 
利用者証の交付を受けた者は、野田市と協定を締結した医療機関に入院する際に社会保
険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受
けた上、重度心身障がい者医療費助成受給券又は子ども医療費助成受給券及び利用者証
を提示し手続を行うことで、医療費の一部が助成される。 
また、医療機関で受給券を提示しなかった場合等は、後日、市の窓口で医療費の領収書を
添付して償還払いの手続を行うことで、医療費の一部が助成される。 
なお、本事業で収集した在宅重度身体障がい者の情報については、災害時には要支援者
情報として医療機関又は自治会等に提供する。 

対 象 者 申請者及び申請に係る障がい者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 介護者の情報  ■医療保険情報 □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （生活支援課、高齢者支援課、児童家庭課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （申請者、協定締結医療機関           ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                   
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3300-089 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称 生活支援課、高齢者支援課、保健センター 

届 出 年 月 日 R3.6.29 開 始 年 月 日 R3.7.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 ちば障害者等用駐車区画利用証制度に関する事務 

事 務 の 目 的 
日常生活において、障がい等を理由に歩行が困難である人に対して、ちば障害者等用駐
車区画利用証（以下「利用証」という。）を交付し、公共施設や商業施設等に設置されて
いる「障害者等用駐車区画」を利用しやすくするもの。 

事 務 の 概 要 
ちば障害者等用駐車区画利用証交付申請書（以下「交付申請書」という。）をもって申請
を受付し、申請者が交付対象者であると認めたときは、利用証の交付を行う。 
利用証の交付台帳を作成し、申請書と合わせて千葉県に提出する。 

対 象 者 申請者、代理人 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 要介護状態区分 ■出産予定日 ■代理関係を示す情報 ■入居等している施設

の情報  
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （代理人         ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：        
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称：  
 

 

 

 

 



3300-090 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R8.3.10 開 始 年 月 日 R8.4.1 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業に関する事務 

事 務 の 目 的 

医療的ケア児者及びその家族に対する支援として、訪問看護事業所に在宅の医療的ケ
ア児者への一定時間の医療的ケア及び療養上の介助を行わせることで、医療的ケア児
者の健康の保持、家族の休息時間の確保及び介護負担の軽減等を図ることを目的とす
る。 

事 務 の 概 要 

① 利用者（又は家族）は、訪問看護事業所に本事業の利用を相談する。 
② 利用者（又は家族）は、市に本事業の利用を申請する。 
③ 市は、利用者（又は家族）に本事業の利用の決定の通知をする。 
④ 利用者（又は家族）は、訪問看護事業所とサービス提供日の調整を行う。 
⑤ 訪問看護事業所が、医療的ケアを必要とする方の医療的ケアや見守り等のサービス
を提供する。 

⑥ 訪問看護事業所は、提供月の翌月に本事業の実施状況を本市に報告する 
⑦ 市は、書類を確認し、訪問看護事業所に規則に定める費用を支払う。 

対 象 者 申請者及び申請に係る障がい児者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 主治医等 ■利用している訪問看護事業所 ■訪問看護指示書及び計画書の内容 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （サービス提供事業所              ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



3300-091 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R8.3.10 開 始 年 月 日 R8.4.1 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付事業に関する事務 

事 務 の 目 的 

職員に喀痰吸引等研修を受講させる市内の障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事
業所及び地域生活支援事業を提供する事業所（以下「事業所」という。）を運営する者に
対し、喀痰吸引等研修の受講料等について助成金を交付することにより、喀痰吸引等を
必要とする医療的ケア児者の地域における受入体制を整えることを目的とする。 

事 務 の 概 要 

喀痰吸引等研修を修了した職員を雇用する事業所を運営する者は、野田市喀痰吸引等研
修受講料等助成金交付申請書に所定の書類を添付して市長に提出する。 
市長は、申請書の内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、野田市喀
痰吸引等研修受講料等助成金交付（不交付）決定通知書により申請者に通知する。交付決
定通知を受けた者は、野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付請求書を市長に提出す
る。請求書を受理した後、市長は助成金を交付する。 

対 象 者 助成金の申請者に雇用される者であって、喀痰吸引等研修を修了したもの 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （助成金の申請者                ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 


